
   

 

 

 

工事関係業務委託の最低制限価格制度導入について【概要】 

 

八代市では、さらなるダンピング対策及び地域経済の活性化、測量・コンサル業に

おける雇用環境の改善等を図るため、本市発注の工事関係業務委託において、次のと

おり低入札価格調査制度から最低制限価格制度へ変更いたします。 
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※詳細は「八代市建設工事に係る業務委託最低制限価格制度事務取扱要領」（HP掲載）

をご確認ください。 

※令和５年１０月１日以降に入札公告又は指名通知等をする入札案件から適用いたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ 現行：低入札価格調査制度≫ 

 

【算定式】 

設計価格（予定価格）の 2/3が 

低入札調査基準価格となる 

 

【適用】 

調査基準価格未満で入札が行われた

場合には、調査を行い、履行可能と

判断されれば落札者として決定 

 

≪ 見直し後：最低制限価格制度 ≫ 

 

【算定式】 

別紙 ＜各業務別算定表＞ のとおり 

最低制限価格は、各業務における算定

額合計にランダム係数を乗じた額とな

る 

【範囲】 

予定価格の６／10～8.5／10 

（各業務区分により異なる） 

【適用】 

 最低制限価格未満で入札が行われた 

場合には、失格となる 
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＜各業務別算定表＞ 

 

 

 

最低制限価格は①～④の合計｛複数業務（例：土木測量設計業務⇒測量業務＋土木

関係建設コンサルタント業務）の一括発注案件は個々の業務区分の①～④の合計を合

算｝にランダム係数を乗じる。（1円未満切捨て） 

ただし、その額が上下限範囲を超える場合は上下限額とする。｛複数業務（例：土

木測量設計業務⇒測量業務＋土木関係建設コンサルタント業務）の一括発注案件は主

たる業務の上下限範囲を適用｝（1円未満切捨て） 

 

 

 

 

 

 

業務区分 ① ② ③ ④ ランダム係数 上下限範囲 

 

測量業務 

 

直接測量費 測量調査費 

諸経費 

×4.8/10 

（1円未満切捨て） 

－ 
1.00000～

1.01000 

予定価格の 

6/10～8.2/10 

（1円未満切捨て） 

建築関係建設

コンサルタン

ト業務 

直接人件費 特別経費 

技術料等経費 

×6/10 

（1円未満切捨て） 

諸経費 

×6/10 

（1円未満切捨て） 

1.00000～

1.01000 

予定価格の 

6/10～8/10 

（1円未満切捨て） 

土木関係建設

コンサルタン

ト業務 

直接人件費 直接経費 

その他原価 

×9/10 

（1円未満切捨て） 

一般管理費等 

×4.8/10 

（1円未満切捨て） 

1.00000～

1.01000 

予定価格の 

6/10～8/10 

（1円未満切捨て） 

地質調査業務 直接調査費 

間接調査費 

×9/10 

（1円未満切捨て） 

解析等調査業務費 

×8/10 

（1円未満切捨て） 

諸経費 

×4.8/10 

（1円未満切捨て） 

1.00000～

1.01000 

予定価格の 

2/3～8.5/10 

（1円未満切捨て） 

補償関係コン

サルタント業

務 

直接人件費 直接経費 

その他原価 

×9/10 

（1円未満切捨て） 

一般管理費等 

×4.5/10 

（1円未満切捨て） 

1.00000～

1.01000 

予定価格の 

6/10～8/10 

（1円未満切捨て） 

 

その他 予定価格×7.5/10（1 円未満切捨て） 
1.00000 ～

1.01000 
 


